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雇用調整助成金の対象となる取り組み

雇用調整（雇用維持のための取り組み）を実施していること

☑景気変動等で事業活動の縮小を余儀なくされている
☑売上や生産量等、事業活動を示す指標が一定数、低下している
【生産指標要件】

☑雇用保険被保険者数や受け入れ派遣労働者数が一定数以下である
【雇用量要件】

☑雇用調整について、事前に労使協定を締結し、計画的に実施している

■雇用調整助成金の支給対象となる事業主

その他の要件
本助成金を受給する事業主は、その他次の要件を満たしていることが必要です。
① 雇用保険適用事業主であること。
② 「受給に必要な書類」について、
a 整備し、b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、c 保管して労働局等から
提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
なお、「受給に必要な書類」とは、雇用調整（休業・教育訓練・出向）の対象となった労働者
の、出勤及び雇用調整の状況、賃金及び休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名
簿、賃金台帳、出勤簿等）等をいいます。
③ 労働局等の実地調査を受け入れること

緊急対応期間中は、
【雇用量要件】を撤廃
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「生産量要件」とは【緊急対応期間中】

■雇用調整助成金の支給対象となる事業主

生産指標要件…売上高・生産量が、

休業

２０２０年
売上

２０１９年
売上

前年同月比５％以上ダウン

前年同月比５％以上
＝要件に該当

雇用調整助成金の対象となる取り組み



社会保険労務士法人GOAL

「生産量要件」とは【緊急対応期間中】

■雇用調整助成金の支給対象となる事業主

生産指標要件…売上高・生産量が、

休業（申請月）

２０２０年
売上

２０１９年
売上

前年同月比５％以上ダウン

前年同月比５％以上
＝要件に該当

事後の場合は申請月の前月が基準

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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「生産指標要件」とは【緊急対応期間中】

■雇用調整助成金の支給対象となる事業主

【原則】
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近１か月間（休業した月（その前月または
前々月でも可））の値が１年前の同じ月に比べ５％以上減少していること

雇用調整助成金の対象となる取り組み

【特例】
※１ １年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、２年前の同じ月との比較

が可能です。
※２ 事業を開始して１年未満など、１年前や２年前の同じ月と比較しても要件を満たさない

場合、休業した月の１年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な１か月との
比較が可能です。

※３ 休業期間の初日が令和２年４月１日より前の場合は、10％以上減少していることが
要件となります。

★ いずれの場合も、比較する月は１か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、
１か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
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■中小企業と大企業の定義

産業分類 資本金の額
出資の総額

常時する労働者の数

小売業
（飲食店を含む） ５，０００万円以下 ５０人以下

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下

※「資本金の額・出資の総額」又は「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業に該当

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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対象期間（１年以内）
判
定
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礎
期
間
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定
基
礎
期
間
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定
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礎
期
間

判
定
基
礎
期
間

判
定
基
礎
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間

判
定
基
礎
期
間計

画

申
請

受
給

計
画

申
請

受
給

計
画

申
請

受
給

支給対象期間
1～３の判定基礎期間を
まとめて申請可能

■雇用調整助成金の支給申請スケジュール

休業計画届は「提出不要」になりました（５月19日変更）
→支給申請（実績報告）のみでOK

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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①休業

☑労使協定を事前に締結すること
☑対象期間内に行われていること
☑休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る
所定労働延日数の20分の１ （大企業の場合は15分の１）以上

☑平均賃金の6割以上の休業手当を支払っていること
☑所定労働日の全１日にわたるもの、または所定労働時間内に当該
事業所における対象労働者全員について一斉に１時間以上行われ
るもの（短時間休業）であること。

■支給対象となる雇用調整の取り組み

緊急対応期間中は、休業の要件も緩和
所定労働日の全１日または半日（３時間以上全１日未満）、あるいは部門ごとや店舗ごとの
休業も可能

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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①休業

■支給対象となる雇用調整の取り組み

休業等の延日数とは
判定基礎期間における所定労働日数が20日、20人の労働者が1日
ずつ休業をする場合
○休業延べ日数：20人×1日゠20人日
○所定労働延日数：20日×20人＝400日

休業等規模要件…所定労働延日数の
1/40=2.5%（1/30:大企業）以上の休業実績が必要

・従業員２０人
・当月の所定労働日数が２０日
の場合
↓

１０日以上の休業があればOK

20人×20日＝400日

400日×2.5％＝10日

所定労働延べ日数

休業等規模要件を満たす日数

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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支給限度日数

☑雇用調整助成金の限度額は1年で100日分、3年で150日分

緊急対応期間中は、限度日数を緩和
【限度日数+緊急対応期間】

■支給対象となる雇用調整の取り組み

①休業

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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緊急対応期間中の短時間休業の特例

① 立地が独立した部門ごとの短時間休業（部署・部門ごとの休業）
例）客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの

短時間休業

② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業（職種・仕事の種類ごとの休業）
例）ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業

③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
（勤務体制ごとの短時間休業）
例）８時間３交替制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業

■支給対象となる雇用調整の取り組み

①休業

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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②教育訓練

☑労使協定を締結すること
☑対象期間内に行われていること
☑休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る
所定労働延日数の20分の１ （大企業の場合は15分の１）以上

☑職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的と
する教育、訓練、講習等であること

☑受講者を当該受講日に業務に就かせないこと
☑所定労働時間内の取り組みであること

※その他、諸条件は、雇用調整助成金ガイドブックを参照

■雇用調整助成金の対象となる「雇用維持」とは

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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②教育訓練（対象とならない教育訓練の例）

■雇用調整助成金の対象となる「雇用維持」とは

(1) 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの。
（例：意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等）

(2) 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。
（例：接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等）

(3) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。
（例：日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等）

(4) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。
（例：講演会、研究発表会、学会 等）

(5) 通常の事業活動として遂行されることが適切なもの。
（例：自社の商品知識研修、ＱＣサークル 等）

(6) 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
（例：入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、ＯＪＴ 等）

(7) 法令で義務づけられているもの。（例：労働安全衛生法関係 等）
(8) 事業所内で実施する訓練の場合（上記⑤ア参照）で、通常の生産ラインにて

実施するものなど通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産
されたものを販売するもの。

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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②教育訓練（対象とならない教育訓練の例）

■雇用調整助成金の対象となる「雇用維持」とは

(9) 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を有する
指導員または講師（資格の有無は問わない）により行われないもの。

(10)講師が不在のまま自習（ビデオ等の視聴を含む。）を行うもの。
(11)転職や再就職の準備のためのもの。
(12)過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの。
(13)海外で行われるもの。
(14)外国人技能実習生に対して実施するもの。

雇用調整助成金の対象となる取り組み
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②教育訓練（緊急対応期間中の特例）

■雇用調整助成金の対象となる「雇用維持」とは

・自宅などで行う学習形態の訓練
（片方向受講・双方向受講いずれも可。サテライトオフィスなどでの受講も認められ
ます。）

・職業、職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練
（例：接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修）

・繰り返しの教育訓練が必要なものについて、過去に行った教育訓練を同一の労働者
に実施する訓練（※同一の対象期間における再訓練は認められません。）

・その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられている訓練
（自宅などで実施するなど、通常と異なる形態で実施する場合に限ります。）

・自社職員である指導員による訓練
（当該指導員が一般的に教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有すること、
および自宅などでインターネットなどを用いた双方向での訓練を実施するなど、
通常と異なる形態で実施することが必要です。）

雇用調整助成金の対象となる取り組み

半日就業・半日訓練も可能になります
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雇用調整助成金の金額
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雇用調整助成金の金額

休業等の場合

☑休業手当の金額×助成率が原則
※助成率（解雇有り）：中小企業4/5、大企業2/3
※助成金（解雇無し）：中小企業9/10、大企業3/4

☑1人1日あたりの金額は、8330円が上限

■助成金の金額

実際に支払われた休業手当の金額ではなく、労働保険の申告書から
平均の日額を算出し、その額に休業手当の率をかけ、そのあとに助
成率をかけます。

【6月12日変更】 上限額：15,000円（全ての事業主）
中小企業（解雇無し）の助成率：10分の10
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■助成金の金額（具体例）
・給与月額【20万円・25万円・30万円】の社員が１名ずつ在籍
・休業手当の支払い率【70％】

①前年度の雇用保険被保険者に支払った賃金総額は、
（20万円+25万円+30万円）×12箇月＝【900万円】となります。
【労働保険料申告書の賃金総額を参照する】（原則）

②年間所定労働日数を算出は、週休2日制・祝日休みの場合、
月間所定労働日数：22日
年間所定労働日数：22×12＝264日

900万円÷3人÷264日×70％＝【7955円】・・・・・平均賃金額

対象期間内に解雇がいない中小企業の助成率は【10分の9】なので、

7955円×9/10＝【7160円】・・・・・休業一日あたりの助成金額

従業員3人が20日ずつ休業した場合、休業延日数は【60日】

★助成金額 → 7160円×60日＝【429,600円】

雇用調整助成金の金額

【6月12日変更】
助成率：10分の10
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■助成金の金額（具体例）【小規模事業主の場合】

助成額 ＝
「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

ただし、、、
小規模事業主については、簡易的な算出
方法での申請も認められていますが原則通
りの計算で算出した場合と比較して助成金
額が低額になる可能性があります。

簡素化された要件で申請をする場合には、
そのことも忘れないようにしてください。

雇用調整助成金の金額



社会保険労務士法人GOAL

小規模事業主
（概ね従業員数20人以下）
☑助成率の算定方法
（支給要領1113aハ）

2020年5月19日更新

休業等をした日が2020年4月1日
から6月30日（緊急対応期間）を
一日でも含んでいる場合の助成率
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すべての事業主に対する要件変更・手続き簡素化

2020年5月19日更新

【原則】（支給要領0402a）
前年度の雇用保険被保険者に支払った賃金総額
÷前年度の1箇月あたりの平均被保険者数

÷年間所定労働日数 →前年度の労働保険料の申告書が必要
×

休業協定で定めた休業手当支払い率
×

助成率
×

休業等延べ日数

①

②
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すべての事業主に対する要件変更・手続き簡素化

2020年5月19日更新



社会保険労務士法人GOAL

すべての事業主に対する要件変更・手続き簡素化

2020年5月19日更新
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2020年5月1日更新

【6月12日変更】 緊急対応期間：9/30まで延長、上限額：15,000円（全ての事業主）、
中小企業（解雇無し）の助成率：10分の10
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雇用調整助成金の
申請スケジュールと必要書類
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申請スケジュールと必要書類
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支給対象期間
1～３の判定基礎期間を
まとめて申請可能

■雇用調整助成金の支給申請スケジュール

休業計画届は「提出不要」になりました（５月19日変更）
→支給申請（実績報告）のみでOK
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■雇用調整助成金の支給申請スケジュール

申請スケジュールと必要書類
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■申請書類の作成（5月19日更新）

小規模事業主以外 小規模事業主

申請スケジュールと必要書類
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申請スケジュールと必要書類

■申請書類の作成（5月19日更新）


